
議案第 ４ 号

駐車場の有料化に伴う財産の貸付について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとお

り適正な対価なくして財産を貸し付けることについて議決を求める。

１ 貸付をする財産 土地

所 在 中央公民館駐車場敷地

和光市中央一丁目４８２４番３、９、４８２５番３の各一部、

４８２５番１

勤労青少年ホーム駐車場敷地

和光市新倉一丁目４０３５番８、９の一部

２ 貸 付 の 相 手 方 株式会社イーマックス

３ 貸 付 の 期 間 市議会後において定める日から令和９年３月３１日まで

４ 貸 付 料 中央公民館駐車場敷地 月額 ５１，４８０ 円

勤労青少年ホーム駐車場敷地 月額 ２４，７５０ 円

令和４年２月２１日提出

和光市長 柴 﨑 光 子

提 案 理 由

土地貸付料が行政財産の使用料に関する条例第２条に準じて算出した貸付料を下回るこ

とから、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、この案を提出するものである。


